
令和６年度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する

教科用図書の採択について

このことについて、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和 38

年法律第 182 号）第 13 条及び第 14 条の規定に基づき、令和６年度使用教科用図書の

うち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書を次のとおり採択したのでお知ら

せします。

記

１ 学校教育法附則第９条に規定する教科用図書

（陸別町教育委員会）

学校教育法附則第９条に規定する教科用図書については、令和６年度使用小・中

学部を置く特別支援学校及び小・中学校特別支援学級教科用図書（一般図書）採択

参考資料＜令和５年６月 北海道教育委員会作成＞のすべての図書を採択する。


